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中心市街地活性化における官民連携

（１）中心市街地における官民連携の仕組み
•富良野ブランドの確立に向け、官民による「フラノブランド検討委員会」を組織。市内の人気スイーツ店など５店
舗が参加。全国１位の収穫量を誇る富良野ニンジンなどの豊富な農作物を使った新スイーツを開発。東京と富
良野で開発商品のモニタリングやフラノマルシェへの出品など、富良野市のイメージアップやPRを推進。
•フラノマルシェの整備では、約２千坪の市有地を固定資産税相当額（約210万円/年）にてふらのまちづくり㈱に貸
与。イニシャルコストに係る支援（経産省補助金）、ランニングコスト支援は市という構図で持続可能な施設運営。
•ネーブルタウンの整備にあたっては、ふらのまちづくり㈱が事業主体で実施した再開発事業の保留床を市が買い
取り、郊外の建物更新時期だった２つの保育所を統廃合し、まちなかに市立保育所を新たに設置。当該事業で
新たに加わった全天候型多目的交流空間（ふらのまちづくり㈱が運営）の運営費に対し、市は毎年1/2を補助。
•コンシェルジュ フラノの整備にあたっては、ふらのまちづくり㈱が整備した同施設の２階床の一部を「ＤＭＯ拠点
整備事業」として市が買い取り、そこに市役所商工観光課、富良野商工会議所、富良野観光協会を配置。観光
による地方創生（ふらの版ＤＭＯ）を官民が１つのフロアで連携しながら推進。

(２)ふらのまちづくり株式会社について
•富良野市の特性を生かした「ルーバンフラノ構想（都会の魅力と田園の魅力を併せ持ち、快適で心豊かな田園
都市を自分たちの力で育んでいこうとする構想）」のもと、観光客の中心市街地への回遊と市民の中心市街地へ
の滞留、そして超高齢化社会に対応するコンパクトタウン化を推進する役割を果す会社として設立。
•民間主導によるまちづくりを理念に、様々な組織と連携・役割分担のもと事業に取り組んでおり、フラノマルシェ
やコンシェルジュフラノなどの中心市街地の活性化に大きな効果をもたらした施設の整備から管理運営に携わる
だけでなく、商店街や地元有志等が実施するイベントやソフト事業を企画・運営面等の支援、協働による市民の
自発的なまちづくりの取組を支えている。
•まちづくりを持続させていくために「コアメンバー会議」を毎週開催し、行政職員や商工会議所の職員など、将来
の富良野市を担う若手の人材とともに各種事業に取り組み、地域に根差してまちづくりに携わる人材を育成。
•富良野市の中心市街地活性化に取り組む「ふらのまちづくり㈱」、「コミュニティマネジメント㈱」、「㈱富良野物産
公社」等で構成する「ふらのまちづくりグループ」は、各々の役割を担いながら「フラノマルシェ」「フラノ マルシェ
２」「タマリーバ」を整備。今後も同グループでは「商店主向けのセミナーの実施」や「タマリーバを活用した取組の
拡大」など、商店街活性化に向けた仕掛けを充実させていくこととしている。
•富良野市は中心市街地活性化制度にある公式のタウンマネージャーを活用せずに、人材を含め「オール富良
野」体制で中心市街地活性化を推進。そのキーパーソンであり、富良野市に訪れる観光客をまちなかに集客す
るため、フラノマルシェを発想し、ふらのまちづくり㈱を立ち上げた中心人物で、同社の社長を務める西本氏。経
済産業省から委嘱を受ける中心市街地活性化のタウンプロデューサー。

中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題と対応

• 中心市街地活性化の起点となったフラノマルシェは、市立病院の移転という集客施設の転出を逆手に取った発
想からスタート。もともと倉本聰の描いたテレビドラマの舞台として、ピーク時観光客が250万人にも達しながら、
富良野市の人口は減少の一途を辿り、中心市街地には観光客も訪れず、衰退に歯止めがかからない状態が続
いていた時期での市立病院移転。西本氏らは、この2,000坪の土地を集客施設として再生するという視点から、
協議会を立ち上げ、経済産業省の補助金で、平成22年プラノマルシェがオープン。予想を超える集客に、中心市
街地の利害関係者の意識変革を生んだ。

• 平成22年フラノマルシェオープン、その後、フラノマルシェ２を含むネーブルタウンのオープン、既存商業施設を
改修したコンシュルジュフラノのオープンにより、観光客入込数（中心市街地）、歩行者交通量が増加している。
また、富良野市は中心市街地活性化に関する市民アンケートを毎年行っており、中心市街地の賑わい感が向上
したと答えた方の数も大幅に上昇している。

• その結果、５年連続で地価が上昇するという形で効果が発現。今後、計画中ではあるが、投資という形でホテル
等が中心市街地に立地する予定となっている。

• 平成31年度から次の官民連携事業として、「東５条３丁目地区市街地再開発事業」に着手する予定。この事業に
は、中心市街地の商業機能を強化する（仮称）フラノマルシェ３と、まちなか居住を推進する集合住宅を基本構
成に、平成31年度は実現に向けた検討を行う。
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中心市街地が直面する課題

• 平成10年頃からの大型店の郊外化、ロードサイドビジネスの進展やコンビニエンスストアの出現、インターネット
販売の伸び、少子高齢化や人口減少などの社会経済情勢の変化により、中心市街地では歩行者通行量が大き
く減少し、中心市街地は衰退傾向にあった。

• 平成15年、平成19年にそれぞれ大型商業施設が中心市街地から撤退。このような状況下で、中心市街地におけ
る商業機能は年間販売額や小売店舗数、売場面積の減少が続いているなど衰退傾向を食い止めることが課題
であった。

• 平成23年開館した八戸ポータルミュージアム「はっち」は、当初の来館者目標の年間65万人を大きく上回る90万
人台を継続して維持しているが、開館後、歩行者通行量の減少傾向に歯止めをかけたものの、以降横ばいに推
移している。

中心市街地活性化の主な取組（ハード事業）

• 八戸ブックセンターの他、平成
19年に立地した大手ＩＴの顧客
サービスなどを行う八戸セン
ターが移転入居。

• これを契機に、現在、市内には
12のIT企業が立地しており、若
者を中心とした1,000人が雇用
されている。

• 中心市街地へのオフィス機能
の集積を図り、中心市街地が
雇用の場として充実してきてい
る。

・オフィスの入居で働く人が増え
ると中心市街地での消費拡大
に結びつき経済活力の向上や
ブックセンター整備に伴い、人
通りが増え、当ビル及びその
周辺に賑わいが創出された。

六日町地区複合ビル
「ガーデンテラス」

• シアターやギャラリー、多目的スペースな
ど様々なスペースが設けられ、市民作品
の展覧会や発表会、交流イベント、物産
販売等が行われ、元気な市民活動や休憩
の場として活用されている。

• 屋台ほどの区画にものづくりスタジオを設
け、つくり手と会話を楽しみながら、ここで
しか出会えない商品を買ったり、食べたり
できる工房兼ショップは、その後まちなか
の空き店舗に出店してほしいと願いを込
めたインキュベーション施設であり、格安
の使用料と起業への勉強会やショップの
紹介など活動のサポートしている。利用希
望が多く、現在１１区画あるスタジオは全
て埋まっている。

• 観光客や市民に利用され、来館者は当初
目標である年間65万人を大きく上回り、90
万人台を維持し常に人は絶えない状態。

八戸ポータルミュージアム
「はっち」

• 既設の屋外スケート場の老
朽化に伴い、室蘭、長野に
ついで国内３つ目の国際大
会が開催できる屋内スケー
ト場を整備。

• ４月～６月は氷を張らずコン
サートや展示会、コンベン
ション等のイベントを開催。
７月～９月はスケート競技
の夏季強化合宿の受入れ。
10月～３月は大会の開催

を予定している。
• 大会関係者やイベント関係

者などの来街機会の増加、
宿泊に伴う中心市街地の賑
わい創出を期待する。

• 平成31年秋オープン予定。

屋内スケート場

• 中心商店街のビル等のセット
バックにより形成された路地で、
大半が民有地でありながら公共
用通路として利用されており、
八戸まちなか広場「マチニワ」か
らガーデンテラスへ抜ける通路
と交わる花小路のバリアフリー
化や路面美装化などを行い、快
適な歩行空間として整備され、
集客施設間の回遊者の増加が
見込まれる。

• 市、株式会社まちづくり八戸、八
戸工業大学の３者により、まち
づくりに関する覚書が締結さ
れ、八戸工業大学の学生による
花小路の基本設計が実施され
るなど、産学官連携による事業
の充実化が図られている。

花小路
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中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題と対応

• 今後一層進行が予測される人口減少・少子高齢社会において、住民サービスの確保や健全な都市経営、公共
交通の路線維持などの観点から、いかに都市機能を集約させた都市構造、コンパクトシティの形成を図るかが課
題。

• 整備される新美術館、屋内スケート場などの持つ文化、スポーツによる交流人口の増加、広域的な集客力をさら
に高めるソフト事業の展開と中心市街地内の文化施設などとの連携による回遊性を高め、中心市街地の賑わい
創出、活性化に結び付ける。

• 文化・芸術の活動や観光の促進を目的とする市民交流・観光交流の複合拠
点である「八戸ポータルミュージアム（はっち）」は当初目標である年間来館者
数65万人を大きく上回る、90万人台を継続しており、歩行者通行量の減少傾
向に歯止めをかけ一定の効果があった。

• 平成22年度から行っている「中心商店街空き店舗・空き床解消事業」の成果
及び平成28年にオープンしたガーデンテラスにより、 平成23年度に28箇所
あった空き店舗・空き地は平成25年度には20箇所となった。その後も、事業を
活用した新規出店者のほか、「はちのへ創業・事業承継サポートセンター事
業」による起業・創業支援を受け、平成28年度12件、平成29年度７件の新規
出店が中心市街地であり、空き店舗・空き地の減少に貢献した。

• 東北新幹線の開業以降、観光客が増加。横丁活性化事業、横丁ラリーや
アートイベントなどの年間を通したイベントの開催、さらには日本最大の朝市、
海の幸に恵まれた食・グルメなどにより、八戸の魅力を内外に発信したこと
で、市内で宿泊者数が増加、とりわけ近年、外国人宿泊者数の増加が著し
い。平成30年実績で、期間中140万人の観光客が訪れる八戸三社大祭は中
心市街地で行われ、祭り終了後は約２週間、マチニワで山車の展示が行わ
れ、お盆の帰省客や観光客を取り込んでいる。

• 平成29年に下がり続けていた地価が下げ止まり、平成30年は上昇に転じた。
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中心市街地活性化における官民連携（株式会社まちづくり八戸の役割）

• 地域開発のプロデューサーとして、八戸商工会議所とともに中心市街地活性化協議会を組織し、活性化に関す
る企画・調整、意思決定、進行管理などの合意形成を行う役割を果たし、あわせて魅力ある街区を形成するため
のハード・ソフトの事業主体となり、民間・行政・住民などの関係者が一体となったまちづくりを推進することを目
的とし、中心商店街を中心とする地域の事業所、八戸商工会議所、八戸市などの出資で株式会社まちづくり八
戸を設立。

• まちづくり会社は、商店街・企業・市民・行政との連携の要として、一民間事業者にとって利益には繋がりにくいも
のの、活性化を推進する上で重要な公共性の高いものに取り組み、活性化を下支えしている。具体的には、各
取り組みの事務局、事業主体として中心市街地活性化を推進、また、中心市街地の利便性を高めるため、共通
駐車券おんでカード事業や中心市街地で買い物した商品を有料で宅配する、まごころ宅配サービス事業の運営
を担っている。また、産学官連携にて取り組む花小路整備事業を推進するものである。

• 中心市街地活性化に効果の上がった取組として、八戸番町ヒルズ事業を挙げている。番町ヒルズ事業は同社が
建物を建設し、市が市営住宅として住宅部分を借り上げる方式をとっている。結果として50戸120人のまちなか居
住に貢献。一階には認可保育園もテナントとして入居。市民ニーズに応えるものである。

中心市街地活性化の主な取組（ソフト事業）

• 周囲に街路樹等の緑が少なく、ゆったりと休憩できる空
間が少ないことから、世代を超えた来街者が心地よく利
用できる全天候の空間として平成30年7月オープン。

• バルフェス、フードマルシェなど、イベント開催に伴う賑わ
いが創出、来街者が増加。「Buyはちのへマルシェ」
（8/26開催）は推計1,800人、「全国地酒で乾杯」（10/1開
催）は推計600人の来場者があった。

• マチニワマルシェは八戸地域の事業所や生産者らが、商
品の販売を通じて自店をPR。出店者同士の業種を超え
た交流、地元取引の拡大を図ることを目的に平成23年か
ら実施。これまでは郊外の八食センターで開催してきた
が、オープンしたマチニワに移り、「はちのへホコテン」と
同時に開催。

八戸まちなか広場「マチニワ」の活用
・マチニワマルシェ

• 楽しくにぎわい溢れる中心市街地を目指
し、5月〜10月（7月を除く）の毎月１回、中
心商店街のメインストリートを交通規制し、
市民参加型イベントの開催。

• ステージイベントでは、小さな子どもたちの
遊戯、ジャズやロックなどの演奏、踊り・ダ
ンスなど市民参加の多彩なパフォーマン
スでイベントは盛況。

• 路上には、中心商店街の店や今話題の地
域ブランド商品などが約３５店舗出店し、
普段は味わうことのできない食べ物や買
い物を堪能。市民による持ち込み企画も
多数開催。

はちのへホコテン

• 中心商店街にワクワク感とまち歩きが楽しく
なる仕掛けを目に見える形でつくり、まちに
賑わいを生み出し、さらには、まちを動かす
「ひと」を増やすことを目的とした取組。

• 市民ボランティア集団「まちぐみ」のメンバー
と共に、まちの活性化に参加したい市民を
組織し、賑わいづくりのための様々な企画
を発案、実施しながら、新しいプレイヤーが
商店街で活躍できる舞台づくりを行う。

• 中心街にある100箇所の店舗や事業所を取
材し、小さな自慢や趣味、悩みなどを聞きだ
し、フキダシ型のシールに印刷し、店舗や事
務所に貼り出した「八戸のうわさ」を実施。

中心市街地まちぐみ
プロジェクト
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中心市街地が直面する課題

中心市街地活性化の主な取組（かわまち交流拠点整備事業）

• 都市の郊外化、大型商業施設の出店により減少傾向にあった中心市街地の小売店舗数、小売業従業員数、小
売業年間商品販売額は、東日本大震災の影響を受けさらに減少。

• 駅前のスーパーマーケットが平成29年５月に閉店する等、市の玄関口であり、交通結節点でもある駅前の商業
機能を回復させる必要がある。

• 平成元年から調査を継続している中心市街地内の12調査地点における歩行者・自転車通行量については、平
成9年から25年にかけて、平日、休日ともに減少傾向。中心市街地の低未利用地の面積も、平成20年から平成
25年までの5年間で、約3.3ha増加。

• 街なかを中心とした市民の生活・買い物環境の向上と、
観光客のお土産購入ニーズに応え、交流人口の増加を
図りながら、地場産品の販路拡大・高付加価値化に貢
献し、中心市街地・かわまち交流拠点の賑わいの中核と
なるような、農林水産業と深く結びついた生鮮マーケット
「いしのまき元気いちば」の整備。平成29年6月オープン。

• 市、食品加工関連16社、地元料理店４店、地元企業８社
他の出資により立ち上げた株式会社元気いしのまきが
施設整備及び運営を担う。歩行者通行量は、平日休日
合計値が前年の平成28年７０４人に対し平成29年１，４
８５人とほぼ倍増。

いしのまき元気いちば

• 有料のミーティングスペース、ホールや
キッチン、誰でも自由に利用できるサロ
ンスペースなどがあり、市民だけでなく
観光客も気軽に利用できる施設。

• 市の観光拠点として、観光ルートの紹
介や地域の周遊を促す総合的な観光
案内を行い、街なかの回遊性向上に寄
与している。平成30年9月オープン。市
が整備し、一般社団法人石巻観光協会
が指定管理で運営。

石巻市かわまち交流センター
“かわべい”

• 震災により中心市街地の市営駐車場が減
少。従前施設の代替として市営駐車場を
整備。

• かわまち交流拠点や周辺商店街、石ノ森
萬画館・中瀬公園等への来場者の利用に
対応。

• 平成29年11月オープン。指定管理者として
一般社団法人石巻観光協会が運営管理。

• H30年度稼働率は平日1.3回、休日2.8回と
駐車場への需要対応。

かわまち立体駐車場・
バス駐車場

• 川と共に発展してきた街の歴史に鑑み、川とまちが堤防
により分断されることのないよう、国の下線堤防工事に
合わせ、堤防に面した建物と水辺をつなぎ、川とまちを
一体的に利活用できる賑わいの空間を整備。。

• 周辺各施設間の動線を強化する役割を果たしつつ、中
瀬や川の景色を臨みながら、市民や来街者に散策や飲
食を楽しむことができるほか、交流イベントや地域行事
に活用可能な場を提供し、回遊性の向上を図る。

堤防一体空間

• 中心市街地・観光交流施設・河川堤
防・石ノ森萬画館・中瀬公園をネット
ワークする要衝として、新西内海橋取り
付け道路や堤防等の構造物との高低
差をうまく活かしながら、周辺と一体的
に活用できる賑わいの広場空間として
整備。石巻川開き祭り等の各種イベン
トへ活用。

• 市事業中。整備後は指定管理を予定。

北広場

• 隣接地区における離島航路発着所の整
備、観光交流施設の整備を踏まえて、石巻
市総合交通戦略において交通拠点として
位置付けられたバスロータリーとして、路
線バスの発着及び停留機能のほか、タク
シーの乗り降り場としての機能を備えてお
り、中心市街地のアクセス性向上。

• 市が整備し、一般社団法人石巻観光協会
が指定管理で運営。

かわまち交通広場
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• 地元物産や震災復興応援地域の特産品の提供により、観光客のお土産購入ニーズに応えるとともに、市民
の生活・買い物環境の向上にも資する「いしのまき元気いちば」や石巻の観光拠点と市民の交流機能を有す
る「かわまち交流センター“かわべい”」、それらの施設を含めた中心市街地来訪者の交通利便性を向上させ
る「かわまち立体駐車場・バス駐車場」等の施設が整備された。「石ノ森萬画館」と、かわまちエリアの各施設の
整備による相乗効果により、新たな客層や、より遠方からの観光客に対して、各施設の魅力を訴求することが
できた結果、来街者の増加に繋がっている。

• 平成29年6月末に生鮮マーケット「いしのまき元気いちば」がオープンしたことにより、これまで萬画館１施設
だった実績値に生鮮マーケットの来場者数が加わることで、「２施設の利用者数」となり、より具体的な数値とし
て現状を把握できるようになった。平成30年度に「いしのまき元気いちば」隣に「かわまち交流センター」がオー
プンし、来場者数は推計値で656千人となり、大幅な増加となった。

• 「歩行者・自転車通行量」は、震災後平成25年度以降の中では平成29年度が最低値となった。調査地点毎に
分析すると、駅周辺の通行量の減少が目立った。平成29年5月に石巻駅前の本庁舎１階で営業していた中心
市街地唯一のスーパーが閉店したことが要因。スーパーには利便性の高い駐車場が無いため、利用者の多く
が徒歩、自転車での来店であった。一方で、平成29年6月にオープンした「いしのまき元気いちば」周辺の通行
量は増加傾向。この増加した通行量を周辺により強く波及させ、中心市街地全体の通行量増加に繋げられる
よう、スタンプラリーや街歩きイベントなどを開催し、「いしのまき元気いちば」から徒歩で中心市街地を回遊さ
せることで、歩行者・自転車通行量を増やし、まちの賑わい向上に努めるとしている。

中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題と対応
• 郊外の大型店に流れている買い物客等を中心市街地への誘導を図る。

• まちなか居住者の買い物機能等、中心市街地の生活拠点機能の強化を図る。

• 平成13年に各商店街を取りまとめていた協同組合石巻商店会が解散し、中心市街地の商店街（会）や各店舗
との連携の不足もあり、「いしのまき元気いちば」等のかわまちエリアの施設に来訪した観光客を、街なかの
個店や駅周辺方向へ十分に誘導できておらず、中心市街地全体の賑わい創出に対して当該施設の持つポテ
ンシャルを十分に発揮し切れているとは言えないため、今後は当該施設や街づくり会社である株式会社街づく
りまんぼう、街づくり団体等と市が協働し、対策を講じていく必要がある。また、中心市街地全体の盛り上がり
を作る商店街同士のコミュニケーションが図れる環境づくりと中心市街地活性化を牽引する人材の育成にあ
る程度、行政が能動的に係わり、このような人材育成等の取組を検討している。

中心市街地活性化における官民連携

（１）かわまち交流拠点整備事業における官民連携

• かわまち交流拠点における観光交流施設（いしのまき元気いちば）の運営を担う事業者（株式会社元気いしの
まき）を、石巻市、食品加工関連16社、地元料理店４店、地元企業８社他の出資により設立。震災復興支援・Ｃ
ＳＲ活動の一環として寄附により造成した基金を活用し、大手飲料メーカーから株式会社元気いしのまきへ、運
営費補助金を交付。これにより、交付者である飲料メーカーは毎週のイベント開催時に、広告宣伝に活用。また、
いしのまき元気いちばにとっては、イベント運営の大きな助けとなっている。

• かわまち交流センター“かわべい”、立体駐車場、バス駐車場、かわまち交通広場については、指定管理者制
度により、一般社団法人石巻観光協会が管理。核施設を一体で管理・運営し、施設間の連携を図りながらその
機能を最大限活用することにより、市民、観光客の利便性が向上し、「いしのまき元気いちば」や「石ノ森萬画
館」をはじめとする街なかへの誘客効果による中心市街地の活性化が期待できる。

（２）㈱街づくりまんぼう

• 「石ノ森萬画館」を中核施設とした企画調整・事業実施型のタウンマネージメント機関を市、商工会議所、商店
街振興組合、市民、地元企業が立ち上げ、自らが事業を行い収益を上げて街づくりを推進する会社として、平
成13年2月に設立。中心市街地の商業活性化はもとより、公益的な立場のもと、観光、農林水産業を含む地域
産業の活性化や街づくりを推進。自らの収益力を高め、石巻市全体の活性化に貢献することを目的としている。

• 石ノ森漫画館の企画・運営以外の取組として、①仮設店舗事業。新規創業の場として機能。仮設商店街４店舗
と小規模であるが、今まで14店舗の創業を支援し、うち市内に５店舗開業につなげている。②かわまちエリアに
おける市民参加型ワークショップの開催等を通じ、地域のにぎわい創出の更なる復興に取り組んでいる。

（３）エリアマネジメントの実施体制

• エリアマネジメントの実施体制は、震災前より活動を行っているTMO・株式会社街づくりまんぼうへ石巻市、地
元企業、商店主等が出資した上で、市街地再開発及び優良建築物等整備事業を契機に設立された新たなま
ちづくり会社へ、㈱街づくりまんぼうから出資。

• コミュニティカンパニー㈱の例を見れば、津波・原子力災害被災地雇用創出企業立地補助金商業版を活用して
商業施設を同社が一括購入することで、まちづくり会社の資金償還の負担軽減やエリアマネジメントの方針に
従いながらテナントマネジメントを行い、商業施設のコンセプトを守り、ブランド価値を高める効果を得ている。

• ㈱街づくりまんぼうを中心に、「イーリス立町ハロウィン祭り」や「商店街スタンプラリー」等の共同販促事業、街
なか創生協議会の事務局機能を担うなどの地域貢献事業を展開していくことでエリアマネジメントを実施。
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中心市街地が直面する課題

中心市街地活性化の主な取組

• 商業者の高齢化や後継者不足、郊外や多摩地域へのロードサイドショップや大型小売店舗の出店などが相互に
関連し、従業者数や年間小売販売額は青梅市、中心市街地ともに減少傾向にある。活性化に向けて、空き店舗
対策をはじめ、青梅らしさあふれる魅力的な商店の誘致など、中心市街地のにぎわいを取り戻す取組の実施が
求められる。

• 郊外や幹線道路が整備された市域東側に進出する大規模商業施設、駐車環境の不足などにより駅周辺を訪れ
にくい現状などから、結果として青梅駅周辺では卸売・小売業者の数が減少しており、消費者の生鮮食料品や衣
料品などの最寄品を購入できる場の喪失が目立っている。青梅駅周辺における利便性を向上させ、誰もが暮ら
しやすいまちをつくるためにも、活性化に向けて、高齢者をはじめとした地域住民が最寄品を購入しやすい環境
づくりが求められる。

柳町地区
古民家再生事業

柳町地区
古民家再生事業

• まちつくり青梅が実施する「おうめマルシェ事業」は、
撤退したスーパーマーケットの代わりとなる常設マル
シェ拠点づくりを目指して、平成28年度より、市有地の
駐車場の一部を活用して実施している。

• 毎月第３日曜日の定期開催として実施。
• 平成29年度よりまちつくり青梅を事務局機能に位置づ

け、参加店から構成されるマルシェ実行委員会を運営
主体に、参加店の意向を反映する体制づくりを行っ
た。

• 平成29年度は合計９回開催、来場者数約10,900名の
実績。とりわけ11月18日・19日に青梅宿アートフェス
ティバルと同時開催時の来場者は5,500名にのぼっ
た。青梅宿アートフェスティバルは、地元商店街のソフ
ト事業として、中心市街地活性化基本計画に位置づ
けされている。

• 出店業種は地元の食材やパンなどから始まったが、
現在はキッチンカーなどの飲食も多い。出店数は各回
概ね20店舗前後。

おうめマルシェ事業

• 青梅駅周辺（仲町・本町・住江町）で商店街加入者へのアンケートにより店主の年齢及び
後継者の有無を調べたところ、後継者がいない60代以上が55％、同じく70代以上が34％と
いう結果であった。このままの状況が続くと店主が70代以上の店舗では10年後、60代以上
の店舗では20年後に空き店舗になる可能性が高い。その危機感からアキテンポ不動産事
業が計画された。

• 市からの委託を受け、㈱まちつくり青梅が平成28年から旧青梅街道沿道のまちなか再生
事業「アキテンポ不動産」に取り組む。この事業は、旧青梅街道沿いの空き店舗・空き家を
活用し、新規出店・居住希望者に結び付け、まちなみ再生を行うもの。

• アキテンポ不動産事業の実績は、平成28年の新規出店数18件のうち5件、平成29年は11
件のうち3件となり、両年とも新規出店数のうち約3割をあげている。

• 物件契約と並行して、㈱まちづくり青梅が出店情報を提供し、おうめ創業支援センターで
の開業支援が受けられるよう連携を図り、開業がスムーズに進められるようサポートして
いる。さらに、開業者の希望する物件の傾向に合わせて、中心市街地の不動産事業者と
も相互に物件を紹介するなど、複数の事業主体が連携して動き、相乗効果として新規出
店数の増加にあらわれている。平成29年8月10日～9月30日の間で６店舗紹介。平成29年
9月1日～3日にアキテンポ見学会を実施。平成30年度は支援処置「地域・まちなか商業活
性化支援事業補助金（中心市街地再興戦略事業）のうち先導的・実証的事業」を活用。

旧青梅街道沿道のまちなか再生事業「アキテンポ不動産」
(空き店舗・空き家のマネジメント)
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中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題

• まちづくり会社の課題として上がっているのが収益事業の確保である。現在は駐車場事業が主な収益源である
が、中心市街地内に入り込む自動車の数は減少傾向にあり、新たな収益事業の確保が課題である。

• 新たな事業として、平成30年末から民間の建物を借り上げるシェアオフィス事業を展開し、現在１事業所１名が
利用している。また、平成31年5月を目途に、民泊のテナント事業を展開予定となっている。

• 新規出店や観光案内所来所者数において事業効果が出始めているものの、店舗については廃業も出ており、
市全体としても人口及び青梅駅乗降客数の減少など、中心市街地を取り巻く状況の厳しさは続いている。現在
の状況のままでは大きな発展性は見込めないため、今後は、事業を継続していかに成果を上げていくか、変化
する市街地の状況を把握しつつまた新たな事業を作り出していけるかが課題となる。

• マルシェ事業と旧青梅街道沿道のまちなか再生事業（アキテンポ不動産事業）がメディアなどに取り上げられPR
されたことや、マルシェ参加事業者から市街地への出店者が出るなど、相乗効果があったことが要因で、各々の
取組が成果に結び付いている。

• 不動産事業の運営により、平成29年度も空き店舗物件の見学会には30人を超える多くの開業希望者の参加が
あり、引き続き、空き店舗を活用した開業申し込みがある。また、物件契約と並行して、おうめ創業支援センター
での開業支援との連携で開業がスムーズに進められるようサポートしている。また、開業者の希望する物件の
傾向に合わせて、中心市街地の不動産事業者とも相互に物件を紹介するなど、複数の事業主体が連携して動く
相乗効果により、新規出店数は増加傾向にある。

中心市街地活性化における官民連携

（１）株式会社まちつくり青梅の取組

• 民間事業者としてのノウハウを最大限に活用した“まちのマネジメントを推進していく組織”として、平成27年4
月、市や商工会議所、地元商店街、民間企業の出資するまちづくり会社として設立。

• 主な取組（事業）として、おうめマルシェ事業、アキテンポ不動産事業といった公共事業及び市街地駐車場経
営を行う収益事業を実施している。おうめマルシェ事業は買い物拠点づくりを目指し、参加出店者による実行
委員会を立ち上げ、事業者目線でのアイデアを取り入れながら運営。アキテンポ不動産は、空き店舗物件の
オーナーと新規開業者の橋渡しをする事業。店の雰囲気や歴史、オーナーの思いをできるだけ開業者に伝
え、開業者にはさまざまなアドバイスや支援をし、よりよいマッチングを目指す。市街地の駐車場経営では、８
か所の駐車場を運営し、その収益をおうめマルシェやアキテンポ不動産といった公益事業の運営を通じて地
域に還元している。

• まちなか再生の各取組における地元商店街や商工会議所、地元企業との連携としては、まちづくり会社は不
動産の所有者や不動産屋から情報を集め、出店希望者にあっせんするとともに、創業支援センターを案内。ま
た、店舗を開業するための改修にあたっては商工会議所を通じて地元企業をあっせんしている。

• 各事業における市などとの関係では、おうめマルシェ事業に対しては、市後援を受け、まちつくり青梅が事業
実施。開催場所は市有地を利用。旧青梅街道沿道のまちなか再生事業では、まちつくり青梅が事業実施、青
梅商工会議所が創業支援、市が空き店舗改修支援という連携で実施している。

（２）タウンマネージャーの役割について

• 地域活性化に関する専門知識・経験を生かし、様々な活性化への取組に対して、調整や企画、アドバイスなど
の支援を行う役割を担う。青梅市では、商工会議所が中心となって組織した青梅市中心市街地活性化協議会
において、計画認定前の平成25年からタウンマネジャーとして國廣純子氏を採用。協議会が取り組む、活性化
に関する事業の相互調整、活性化に関する研究・勉強会・研修の実施などついて、支援や助言を行うととも
に、協議会のオブザーバーも務めている。まちつくり青梅の立ち上げにも尽力した。
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中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題と対応

【今後の課題】

• まちなかへの集客の拠点となる施設は整備されているため、商店街の環境整備を推進していく必要がある。
しかし、見附地区、今町地区は商店街の性格が大きく異なり、それぞれに適した取組が必要とされている。具
体的には、今町地区は地域のコミュニティと商店街が一体となったマルシェ開催などのイベントへの取組は盛
んであるが、出店などのポテンシャルを高めていく必要がある一方で、見附地区は３商店街から構成されて
おり、出店のポテンシャルはあるが、各商店街の連携を高める必要があるなど、それぞれの特性に応じた事
業展開を行っていくことが重要であるとともに、併せて新規の出店者が事業を継続できるよう、引き続きサ
ポートしていく必要がある。

• 一般社団法人見附市観光物産協会が任意団体から法人として設立されたばかりであるため、今後のまちづ
くりの活動を推進していくためにも収益事業の確立が重要であるとともに、各取組についてのPDCAサイクル
の仕組みづくりを行っていく必要がある。

（１）コミュニティバス利用者数の増加

• コミュニティバスの利用者数は、バスの台数を６台に増加、運行間隔30分に短縮した結果、利用者は平成20
年度の60,313人から平成29年には161,485人と大幅に増加した。今後もバス台数の増加及び運行間隔を短
縮していくことが検討されている。

（２）主要施設の利用者数の増加

• 観光客数の多くが訪れる道の駅パティオにいがたの来客数は、平成26年以降は110万人程度で推移してお
り、中心市街地内の観光客数の急増に大きく寄与している。

• みつけ健幸の湯「ほっとぴあ」の平成29年の利用者数は、約20万人が年間実績であり、まちなかへの来街
者を呼び込む施設の一つとしての役割を果たしている。

中心市街地活性化における官民連携

（１）集客施設への民間活力の導入

• 見附市では、「民間が経営したくなる施設を整備すれば公募はある！」との考えに立ち、市が施設整備及び
イニシャルコストの負担を行うが、運営は民間に任せ、運営利益が赤字の場合は指定管理者が負担、黒字
の場合は利益の1/2を市に納入するといった公設民営指定管理者制度を導入した。この方式のメリットとして
は、市にとっては赤字補填のリスクなし、運営者はイニシャルコスト不要、利用者は民間のサービスを享受で
きるということがある。この方式はコミュニティ銭湯「ほっとぴあ」で導入され、その後、みつけイングリッシュ
ガーデンのカフェに採用、道の駅「パティオにいがた」の契約更新時にも採用されており、民間活力を積極的
に導入していくことが中心市街地活性化にプラスの影響を与えている。

（２）エリアマネジメント・まちなか賑わいアウトソーシング事業

• まちなか賑わいづくりにおける公民連携の仕組みを強化するため、市内２つの商店街エリアごとに地域の事
情に精通したエリアマネージャーを選任。出店希望者の誘致や物件の掘り起こしなどの空き店舗活用のコー
ディネートに加え、セミナー開催などの起業支援、住民有志による「エリア会議」の活動のコーディネート、関係
団体と連携したイベントの企画・運営に携わることやまちづくりに関する情報発信など、中心市街地の活性化
に資する業務を行政自らが行うのではなく民間に委託し、連携しながら活性化に取り組んでいく事業である。

（３）一般社団法人見附市観光物産協会について

• 見附市の観光・物産などの振興を行い、「地域として稼ぐまちづくり」を行う地域会社としての役割を担う目的
で、平成30年2月に市の出資を受け、任意団体から一般社団法人として設立。

• 道の駅パティオにいがた等の観光資源や市内物産品のインターネットショッピングモール「どまいち」等があ
る中で、それぞれの取組による相乗効果が発揮できていないことが課題であった。そこで、 (1) 情報発信能
力のある「見附市観光物産協会」、(2) 物産販売能力のあるインターネットショッピングモール「どまいち」、(3) 
物産アンテナショップ「みらい市場」の３団体を統合。「地域商社」を志向し、地域ブランドの商品開発や観光
素材の開発・収益事業化を行う。併せて「定住促進」や空き店舗出店誘致等の「まちなかの賑わい」に関する
事業を加え、収益事業化を目指している。

• 設立に当たっては、新組織の指揮をとり、まちづくりに対する専門的知見と情熱を持ち、活性化に向けた事業
を推し進める事務局長が必要と考え、年収700万円で全国から公募。
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中心市街地が直面する課題
• 近年の都市の郊外拡散、人口構造や生活スタイルの変化、個人消費ニーズの多様化など、複雑化した社会･経

済の変化等により、中心市街地に求められるものもまた変化してきている。
• 市民アンケートの結果からも、中心市街地のより一層の活性化が求められており、商業機能や観光･アミューズ

メント機能の強化、高齢者の健康づくりや子育て支援、文化芸術等、そのニーズは多岐にわたっており、中心市
街地における都市機能のより一層の多様化、複合化が必要である。

• 集客エリアの郊外へのシフト、ネット販売の台頭などがあり、特徴ある店づくりや質の高いサービス、憩いや楽し
みの環境を整えることが必要とされ、少子高齢化と人口減少、コミュニティ機能の低下が中心市街地においても
顕著にみられる中、まちの定住人口の増加策と、その生活基盤となる健康･医療･福祉の複合的施策が必要とさ
れている。さらに、モータリゼーションの進展に対応したアクセスしやすい交通体系の整備等が必要不可欠であ
り、鉄道・バスなど公共交通の利用促進も重要な課題となっている。現在、まちづくり会社において電気小型バ
スによるまちなかの回遊性を高める実証実験を実施中。リニア中央新幹線の開通を見据え、リニア駅と中心市
街地とのアクセス強化をはじめ、中心市街地を取り巻く交通環境に即した事業展開が求められている。

中心市街地活性化の主な取組

• まちづくり会社が地権者から土地建物を一括賃借し、
高齢化した地権者に代わって、出店希望者との調整、
リノベーション等の不動産利活用を行い各出店者へ転
貸する事業。

• 出店者の募集に際し、関連する６組織が連携し、起
業・創業を志す者向けの支援講座“創業塾”を開催し、
事業・経営・資金調達等のノウハウを伝授し、育成す
る取組。

• 多数の応募者の中から、一定の基準に基づき、街に
ふさわしく、安定した経営が期待できる者を選定。

• 店舗の事業形態においては、地区全体の回遊性・連
帯感を意識するとともに、全店舗を飲食を含む複合店
舗にすることで経営の安定化を図っている。

• まちづくり会社が事業の担い手の育成からトータル
コーディネートすることで、各店舗の連帯感や地区レ
ベルでの事業継続性を担保。

「並木横丁いこいこ」
まちなか空店舗再生創業事業

• まちのシンボルであるりんご並木周辺にお
いて４月から11月にかけて毎月歩行者天
国イベントを実施。財源には社会資本整備
総合交付金を活用。

• ゆるキャライベント、竹宵まつり、人形劇
フェスティバル、獅子舞フェスティバルなど
時節柄の内容を展開。

• 特に11月に開催されるサブカルの祭典「飯
田丘のまちフェスティバル」では、平成30年
度の来街者数が５万人と、飯田市の人口
の約半分が全国から訪れている一大イベ
ントへと成長している。

• 各イベント事業は、40団体以上から構成さ
れる「りんご並木ネットワーク」が主体、実
行委員会組織により、企画から運営までを
行っている。

歩行者優先道路活用事業

• 平成28年度より「地域ブランド開発事業」
として、飲み歩きイベント「飯田丘のまち
バル」を実践。これは中心市街地に飲食
店が多いことから、その特徴を活かした
まちの賑わいづくりとして始めた取組。

• 当初は中心市街地活性化協会との共同
主催としてスタート。平成29年以降は参
加店の実行委員会組織が実施。

• 事業は飲食の提供だけでなく、飯田の
文化である人形劇や音楽のセッション等
を盛り込み、地域らしさを演出、新たな
夏の定番事業として、まちに賑わいと活
気を生みつつある。

• 個店には新たなリピーターが生まれ、店
の集客にも繋がっている。

飯田丘のまちバル

長野県飯田市 中心市街地活性化に関する取組状況
事業の担い手の育成からトータルコーディネートすることで、空き店舗解消を目指す

【市人口】10.2万人（H27国調）
【中心市街地】7,236人(H30)

○㈱飯田まちづくりカンパニーが主体で行う再開発

・市民出資を基に設立された飯田まちづくりカンパニーが主体となり、民間デベロッパーを介さず、自ら
事業リスクを負って再開発ビルの保留床を取得、テナント誘致やマンション分譲等を実施。（Ｈ10～）

・空き店舗をまとめて再生した「りんご並木横丁 いこいこ」（Ｈ26）には、りんご並木周辺の空き店舗を
取得または借り上げて、まちなかに不足する機能やニーズが大きい業種等を優先的に導入するな
ど、ミニ再開発を実施。開発によって取得したビル床のテナント管理や店舗委託業務など、幅広く不
動産事業を展開。

・中心市街地での再開発を率先し、事業を誘発することで、歩行者・自転車通行量は継続的に増加傾
向を示している。トップヒルズ本町オープンにより、りんご並木の歩行者・自転車通行量が586人
（H12)➡776人（H14）、ヒルトップ第2オープンにより、歩行者・自転車通行量が1,348人（H17）➡2,704
人（H19）、といずれも増加。りんご並木いこいこオープンにより、歩行者・自転車交通量が1,260人
（H24)➡ 2,712人（H30）に増加。

・連続的な投資を呼び込み飯田市らしいまちづくりの推進に寄与している。

主なハード事業
○りんご並木ストリートマネジメント

・中心市街地のりんご並木全体のグランド
デザインや商業集積を進めるため、若手
経営者とまちづくり会社等で「りんご並木ス
トリートマネジメント研究会」を発足。（Ｈ20）

・まちづくり会社により整備された「りんご並
木横丁 いこいこ」（Ｈ26）へ、ＮＰＯ法人や
まちづくり会社等が連携して開催する「まち
なか空店舗再生創業塾」の受講生が出店。
餃子専門店、バー、リラクゼーションカフェ、
郷土料理店、モンゴル料理店、バーガー
ショップなどがオープンし、りんご並木のに
ぎわい創出に貢献。

・りんご並木に関わる団体等が結集し、しな
やかに連携し協力しあう「りんご並木まち
づくりネットワーク」を設立。月に１回歩行
者天国を開催。

・りんご並木周辺における平成20年度以降
の新規出店数は、平成21年度4件、平成
23年度5件、平成26年度7件、平成27年度
2件、平成28年度3件、平成29年度2件と成
果を上げている。

主なソフト事業

・まちなかを市民が誇りの持てる空間に再生するため、商店、市民、市が連携したまちづくり会社が主体となって、市
民ニーズに即し、再開発、空き店舗を活用したテナントミックス、集客イベント等の複合的なエリアマネジメントを実
践。長年にわたる活動ノウハウを蓄積し、新規事業を展開。

・再開発事業を拠点に、商業、業務、住宅、文化交流等の都市機能の集約化を図り、連続的な投資を呼び込むととも
に、若者によるＮＰＯ、ボランテイアグループの活動も起こり、まちに新たな賑わいを創出。
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中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題と展望

• 商店、市民、市が連携したまちづくり会社による取組の結果、平成30年度の歩行者通行量orりんご並木周辺で
の新規出店数については一定の成果が上がっているが、市街地の人口減少や少子化・高齢化と地域力の衰退
は続いている。また、ソフト事業の充実により歩行者天国などのイベント開催時は大きな集客効果を発揮してい
るが、日常における中心市街地への来訪者や回遊性が不十分であり、恒常的な街の賑わいには至っていない。

• 新たな動きとして、中心市街地区域の３地区の住民ニーズを踏まえた地域の将来構想の策定や始まっている。
また、リニア長野県駅設置に向けた動きと拠点集約連携型都市構造における中心拠点の位置づけが必要と
なっている。このような新たな動きや課題を踏まえ、中心市街地に関係する市民、地域、事業者ほか多様な主体
の力を集結し、当地域におけるリニア時代の中心拠点となる「丘のまち」の暮らしを共創し、実現するための取組
を推進する。

• 中心商業地に近接した飯田動物園の改修事業の実施により、来園者数が平成27年度に過去最大（改修前5.7万
人（H23）➡ 改修後14.5万人（H27））、平成29年度は136,205人となり、中心市街地への来街をけん引している。

• まちなか空間再生創業事業によるミニ再開発「並木横丁いこいこ」の整備により、りんご並木周辺の来街者数が
増加（歩行者数H24：1,260人➡ H30：2,712人）。平成20年度以降のりんご並木周辺の新規出店数は、平成21年
度4件、平成23年度5件、平成26年度7件、平成27年度2件、平成28年度3件、平成29年度2件と成果を上げてい
る。

• りんご並木をステージにした歩行者優先道路活用事業や人形劇のまちづくり推進事業では、多様な主体がネット
ワークをつくり、実行委員会体制で事業を運営したことにより、まちを活性させると共に、その担い手が育ってい
る。

• まちなか住宅開発事業により、市内の医療法人が歴史的町並みにある酒造跡地を活用したサービス付高齢者
住宅の整備を行い、38戸の集合住宅を供給。

中心市街地活性化における官民連携
（１）中心市街地における官民連携の仕組み

• 飯田まちづくりカンパニーの建物内には、市の商業・市街地活性課が入り、同じフロアで業務に取り組む等、相
互の情報が共有され、中心市街地活性化に協働で取り組んでいる。

• 「並木横丁いこいこ」まちなか空店舗再生創業事業では、まちづくり会社が地権者から土地建物を一括賃借
し、リノベーション等を施し、各出店者へ転貸。 出店者の募集に際しては、関連する飯田まちづくりカンパニー、
商工会議所、NPO、飯田市等から構成される「飯田まちなか創業支援ネットワーク」が実施主体となり、さらに、
起業・出店希望者を対象にした「まちなか空店舗再生創業塾」を開講し、事業・経営・資金調達等のノウハウを
各主体の専門性を活かし伝授。開講期間は９ヶ月。

• りんご並木まちづくりネットワークの実施するりんご並木賑わいづくり事業は平成20年4月に発足。毎月連絡会
議を開催し、りんご並木歩行者天国を4月から11月の期間、毎月１回実施。歩行者天国内のイベントは、地域
のまちづくり委員会や連合青壮年会、NPO、各実行委員会等約30団体に及ぶ多様な主体が主催し、同ネット
ワークの構成メンバーが協働して取り組む。 引き続き、新たな主体も交え、創意工夫に富んだ事業を継続する
こととしている。

（２）株式会社飯田まちづくりカンパニー

• 平成10年、再開発事業を担う地元の会社として設立。『丘の上』中心市街地を南信の中心都市の顔として恥ず
かしくない、そして何より市民が“誇りの持てる街”に再生しようと、同じ思いをもつ市民、商店、企業が中心と
なって出資し、行政からも出資協力を得て設立した市民資本の第三セクターのまちづくり総合支援会社。

• 主な事業は、デベロッパー(再開発）事業、調査・研究・開発事業、市街地ミニ開発事業、物販・飲食事業、イベ
ント・文化事業、福祉サービス事業、テナント関連事業など、ハード整備をもとに、イベントなどソフト事業を展開
し、テナント管理を行うことで常に魅力あるまちづくりを推進。

• まちづくり会社は商業者、企業、市民、行政、商工会議所、金融機関（DBJ、信金、地銀）から構成され、事業を
展開していく上でその役割を機能分化しやすく、各取組においても事業主体が明確化できる。まちづくり会社が
コーディネートし、中心市街地活性化協会も協力し、新規事業においては軌道に乗るまでの体制づくりをサ
ポートしている。



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地活性化の取組による主な効果

（１）中心商店街の歩行者自転車通行量の増加

• 中心商店街の歩行者自転車通行量は、観光客の増加等の影響もあり、平成23年度以降増加傾向である。

（２）インバウンド事業による賑わい創出

• 海外への積極的なプロモーションによって観光客数や外国人宿泊者数は増加傾向にあり、中心市街地に賑
わいが見られる。

• 外国人宿泊者数は、平成23年95千人から平成30年552千人と5.8倍に急増している。その背景には、日本全
体でのインバウンド客の増加もあるが、広域で取り組んでいる観光プロモーションの影響も大きい。

今後の課題と対応

• 商店街における景気動向調査では依然マイナス回答がプラス回答を上回っており、にぎわいが景気に反映して
いない状況である。今後は回遊性を高める取組と併せ、インバウンド客を取り込み、地域経済に結び付けること
が求められている。

• 平成29年４月にオープンした「イータウン飛騨高山」（外国人対応おもてなし拠点施設）には13店舗が入居し、中
心市街地の賑わい創出を行っている一方、中央商店街には依然として空き店舗が多く存在する。現在、まちづく
り会社による空き店舗活用のチャレンジショップ事業、アンテナショップ事業を推進し、かつ商空間の魅力向上に
努めていく必要がある。

中心市街地活性化における官民連携

（１）株式会社まちづくり飛騨高山の取組

• 飛騨高山の有する歴史、文化、伝統などの地域特性を活かし、地域住民に喜ばれ親しまれる中心市街地とと
もに、観光客をはじめ訪れる人たちにとっても魅力ある活気に溢れたまちづくりの推進を目的とし、「中心市街
地活性化に関する法律」の規定に基づく会社として、商工会議所が中心となり、市、地元商店街振興会、地域
金融機関等が出資して設立し、総合的な空家活用促進事業を柱に、営業店舗数の増加を目指している。

• 主な取組（事業）は、中心市街地活性化区域内における各種補助事業の執行業務、外国人対応おもてなし拠
点施設「イータウン飛騨高山」の管理運営、タウンマネージャーの育成、まちの縁側の管理・運営、飛騨高山あ
んきな街なか講座運営などである。

（２）市とまちづくり会社との連携及び支援

• まちづくり会社の実施する取組に対し、市からの支援や連携を次のとおり行なっている。

①空き店舗活用支援事業費等の補助

②飛騨高山インキュベーション施設の運営及び関係機関との連携による経営指導

③創業応援窓口、創業セミナー開催、市創業支援資金融資（利子補給）、特定創業支援事業補助金

④タウンマネージャー確保等に向けた研修会等、タウンマネージャーの人件費等の補助

⑤まちづくり会社への出資、職員派遣

（３）タウンマネージャーの役割

• タウンマネジャーの役割として、官と民の信頼関係の構築、飛騨高山あんきな街なか講座事務、商店街巡回、
イベント企画を実施。

• タウンマネージャーの採用は、「まちづくりに関する情熱を有している方」を条件に広く全国に公募。
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中心市街地が直面していた課題

中心市街地活性化の主な取組

• 平成28年12月、商業施設、公共施設、医療モール及び住宅棟からなる複合ビル「パピオスあかし」がオープン。中心
市街地の核施設として明石駅前と国道２号南側を繋ぎ、中心市街地の活性化及び回遊性の向上に寄与。

• 平成30年4月にパピオスあかし内のすべての施設がオープン。幅広い世代の人が訪れる。
• 駅南側コンコースの出入口の通行量は、事業完了前の平成28年度31,261人から平成29年度39,061人と7,800人増加。

• パピオスあかし内に子育て支援、次世代育成及
び子どもの健康といった子どもを中心とした拠
点、また、世代の交流及び人が学び成長する場
を担う中高生の拠点整備。

• 平成29年1月「こども健康センター」、「あかし子育
て支援センター」及び「にこにこ保育ルーム」が
オープン、平成29年3月明石たこ大使さかなクン
の「ギョギョルーム」がオープン。平成29年4月「明
石市ファミリーサポートセンター」、親子交流ス
ペース「ハレハレ」、中高生世代交流施設「ＡＫＡ
ＳＨＩユーススペース」及び「多目的・キッチン・工
作ルーム」がオープン。

• 平成29年度の利用者数は327,094人で目標利用
者数約10万人を大きく上回った。

あかしこども広場整備事業

• パピオスあかし内に平成
29年1月にあかし市民図
書館として移転オープン。

• 旧図書館から本の収蔵数
及び床面積が増加し、駅
前に移転。利便性が向上
したため、幅広い世代の
利用があり、平成29年度
の来館者数は旧図書館の
約3.6倍となり、目標を大き
く上回るなど、中心市街地
の賑わいの中心となって
いる。

あかし市民図書館
整備事業

• 平成23年の第１回から毎年
２回開催。平成29年度は6月
と11月に実施。参加店舗数
及びチケット販売額は当初
から増加、恒例イベントとし
て定着し、多くの人が訪問。

• 中心市街地の主要な商店街
である魚の棚商店街西口の
通行量は、平成28年度の
3,742人から平成29年度
4,818人と1,076人増加。中心
市街地南側商店街への来街
者の増加に寄与。

明石まちなかバル事業

• 平成10年の明石海峡大橋開通で海上交通利用が減少し、それに伴い歩行者などの回遊性が大きく低下した。
加えて、駅前の大規模小売店舗が撤退し、郊外型大型商業施設の立地による商店街の売上額の減少が、「ま
ちの顔」であった中心市街地の衰退を招いた。また、全市的に高齢化が進む中で、子どもや高齢者を含めた市
民が暮らしやすい「コンパクト」なまちづくりの必要性が高まっていた。

• 平成20年代初めには、ＪＲ及び山陰電鉄が乗り入れる明石駅の利用者は約10万人/日であったものの、乗り換
えに利用する人が圧倒的に多く、中心市街地を利用する人は少ない状況にあった。駅周辺においても、明石公
園や駅前の銀行や商業施設など、限られた範囲でのみの移動が多く、中心市街地を南北に分断する国道２号
線により、南側に人が回遊しない状況となっていた。

• 平成29年1月、「あかし総合
窓口」がオープン。

• 市民の利用頻度が高い証
明書発行や保険、福祉等
の行政窓口機能の整備・運
営を行う。

• 駅前に行政機能を設置した
ことで市民の負担を軽減で
きることから、今後も積極
的に周知し、利用者数を増
やしていく。

あかし総合窓口
整備事業

• エリアを分断する国道にお
いて立体横断デッキを新
設。平成25年と比べると平
成29年には横断歩道付近の
通行量が４倍となった。

国道２号立体横断
歩行者道路整備

明石駅前南地区第一種市街地再開発事業
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中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題と対応

• 再開発及び関連事業の効果が、中心市街地はもとより、明石市全体に波及し、まちの好循環が拡大してきてい
る。まちの好循環を拡大維持するため、さらなる取り組みが必要なもの、未実施のものも含め、ソフト施策を中心
に実施していく。

• 国道２号南側の賑わい及び回遊性について、明石港周辺など南部地域においては、向上の余地があるため、南
側に新たな拠点の整備や重点的なソフト施策を展開していく。現状は白紙状態であるが、明石港にある県所有
地の再開発に市の集客施設の導入を想定している。この開発と連動した「本のまち」、「こども支援」関連のソフト
事業の展開で人の流れをつくる方向で進めたい。

• 「パピオスあかし」を訪れる人が商店街区域まで足を伸ばしたくなるようなイベントを増やし、日常に定着させるこ
とにより、さらなる回遊性の向上を図り、通行量の増加を目指す。

• 「パピオスあかし」の全面オープンにより、都市福利施設利用者数が大幅に伸びた。中でもあかし市民図書館に
ついては、オープン当初から多くの人が来館。あかしこども広場は、親子交流スペース「ハレハレ」等の利用者が
多く、当初の想定を大きく上回る利用がある。「歩行者・自転車通行量」は、「パピオスあかし」内の公共施設が全
面オープンした影響等により大きく増加。特に「ハレハレ」の利用者数が多く、１回当たりの定員を超える利用希
望者が多く訪れるため、 １回当たりの利用時間を短くし、入替回数を増やす等の運営方法の見直しを行い、平成
30年2月12日に利用者数が10,000人突破。子どもを大切にしたまちづくりの拠点として、幅広い世代での利用が
あることから、さらなる利用者の増加が見込まれ、中心市街地の活性化に貢献している。

• 中心市街地活性化の取組により、市の人口・出生数の増加、税収の増加、地価の上昇などの様々な形で活性
化効果が現れている。「パピオスあかし」オープンに先立つ平成26年から地価は上昇に転じ、変動率も上向いて
いる。

• エリアを南北に分断していた国道２号線に横断歩行デッキを新設したことで回遊性の向上が図られ、歩行者通
行量はデッキ近辺において４倍に増加した。また、２号線を挟んで駅と反対側に位置する商店街エリアにおいて
商店街が中心となりまちなかバル等を実施することで、駅前のにぎわいを商店街に呼び込んでいる。

市民ニーズに応え完成した駅前再開発ビル・パピオスあかしの誕生

（１）再開発事業に至る背景と経緯

• 平成20年、「明石駅前南地区共同化検討会議」、「明石中心市街地活性化協議会」が発足し、中心市街地
の活性化、再開発に向けた動きが始動した。平成21年12月、「明石駅南地区市街地再開発準備組合」が設
立され、平成23年3月、「明石駅前南地区第1種市街地再開発事業」の計画が決定した。

• 平成23年7月、第1回パブリックコメントを実施し、併せて駅前再開発事業市民フォーラム、市政懇談会（意
見交換）、市長懇談会（意見交換）を行い、駅前再開発に関する市民ニーズを把握した。同年8月、第2回パ
ブリックコメントで駅前再開発計画の見直しに関する意見を把握し、9月にはパブコメ結果のまとめ及びそれ
を踏まえた計画の見直しを発表し、これに基づき事業が実施された。

（２）見直しにあたってのポイント

①市民がより納得できる手続き（透明性のある手続き）

②市民がより納得できる内容（市民の要望を踏まえた内容）

③市民がより納得できる負担額（市民負担の軽減）

（３）計画の変更点（見直し）・・・平成23年10月

• 市民ニーズの高い機能（施設）へ変更：パブリックコメントで要望の多かった公共施設（図書館、子育て支援
施設、健康・保健施設）を再開発ビルの4階から6階に盛り込み、文化的で健康に暮らすことができ、子ども
を大切にするまちの象徴となる施設内容へ変更するもの。

• 市民負担の軽減：明石駅南口再開発事業のパブリックコメントから、市の考え方として、指定管理など民間
活力の導入や新たに社会資本整備交付金（市街地再開発事業等）の活用を検討するなどして、約127億円
の市負担額を約97億円に縮小することを見込んだ。
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中心市街地が直面する課題

中心市街地活性化の主な取組

• 中心市街地内に新幹線の停まるＪＲ三原駅、バスターミナル、三原港、近隣には広島空港があり、陸海空の利便
性を有し、都市福利施設や都市機能施設、歴史文化遺産が中心市街地エリアに集積しているが、平成27年駅前
再開発ビルに入っていた大規模商業施設の撤退、まちなかの空き店舗の増加に伴い、商業に関する各種指標
の低下など、市の顔としてのにぎわいが失われつつある。一方、中心市街地内にある大型ショッピングセンター
に集客が偏っており、その改善、また、中心市街地全体でみると商店街の商店数、従業員数、年間販売額が減
少しており、新規出店を増やすための制度拡充が求められている。

• 平成２９年三原城築城４５０年を迎え、やっさ踊り等の歴史的・文化的資源を活用した賑わいを創出した。この効
果をどのように継続させていくも大きな課題となっている。

柳町地区
古民家再生事業

柳町地区
古民家再生事業

わいわい！！コンテナ
プロジェクト

柳町地区
古民家再生事業

• 古民家をリノベーションするとと
もに飲食・物販を行う入居テナ
ントを誘致し、集客施設として活
用。

• 平成29年4月に地元食材等を使
用したイタリアンレストラン及び
地元産品を扱う物販店舗「カ
フェレストランよがんす」をオー
プン。

• 飲食や物販等を扱うテナント誘
致により、集客力の向上、本町
通り商店街及び当該商店街に
繋がるエリアの回遊性を向上さ
せている。

山脇邸
リノベーション事業

• 中心市街地の空き店舗への出店者に対し、
改装費及び賃料を補助することで、空き店舗
を解消し、市街地に魅力ある店舗の増加を
図り、賑わいを創出する。

• 平成29年度に３件の新規出店、平成30年度
から補助対象物件に空き事務所を加えた。ま
た、飲食業については、昼間の営業を継続す
るなどの条件を満たせば、賃借料の補助対
象期間をこれまでの１年間から最長３年間に
延長。

• 併せて、㈱まちづくり三原、商工会議所及び
（公財）ひろしま産業振興機構による経営指
導を継続的に実施し、事業廃止に至るケース
の抑制に努めている。

中心市街地空き店舗対策事業

• ㈱まちづくり三原がワンストップ創業相談窓口を設置し、運
営を支援。

• 新規創業、第二創業の掘り起こし及び事業者ごとのフェー
ズに応じた支援を実施し、空き店舗対策事業等との連携に
より、新たなサービスの提供、賑わいの創出につなげる。

• 平成29年度は、区域内で４件の新規創業者を創出してい
る。

起業化促進事業

• 大型商業施設と商店街が連携し、新たなカードシステムを
活用した地域ポイントカード事業。

• 大型商業施設に偏っている顧客を商店街にも誘導できる仕
組みを作り、地域活性化につなげるものである。

地域共通ポイントカード事業
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中心市街地活性化の取組による主な効果

• 山脇邸リノベーション事業で飲食や物販等を扱うテナント誘致し集客力を向上させ、更には「三原城跡歴史公園」
の整備に伴い本町通り商店街及び当該商店街に繋がるエリアの回遊性を向上させて平成29年度の歩行者通行
量は平・休日ともに増加に転じ、平日22,199人/日・休日18,497人/日となっている。

• 空き店舗への出店者に対し、改装費及び賃料を補助する中心市街地空き店舗対策事業により平成29年度に３
件の新規出店があった。また、㈱まちづくり三原、商工会議所及び（公財）ひろしま産業振興機構による経営指
導を継続的に実施することで事業廃止に至るケースの抑制をし、新規創業、第二創業の掘り起こし及び事業者
ごとのフェーズに応じた支援を実施する起業化促進事業では、平成29年度に区域内で４件の新規創業者を創出
している。

今後の課題と対応

• 中心市街地内には地域公共交通施設、都市福利施設、歴史文化遺産等が集積しており、ソフト事業の展開や魅
力ある店舗の立地により、歩行者通行量は増加し始めているものの、商業施設の老朽化や消費構造の変化に
伴う空き店舗があるため更なる空き店舗対策の重要性が増している。

• 中心市街地活性化に向けた新規事業の掘り起こしや既存事業の進捗管理を行うための人材として、㈱まちづく
り三原に統括マネージャーを配置し、活性化事業に係る受託業務の遂行やまちづくりを担う新たな人材の発掘・
育成を行う。

• 中心市街地内の空き店舗状況の調査・把握を行い、エリアマネジメントに向けた基礎資料を作成。そのさきがけ
として、古い町並みが残り、JR三原駅からも近く、観光地としてのポテンシャルも高い本町エリアにおいて「街な
みづくり」の指針作成を支援し、魅力ある町なみ形成を目指す。

• 駅前東館跡地活用整備事業により、新たな集客施設を整備するとともに、周辺商店街の空きビル・空き店舗等を
活用した活性化事業を推進していくことで、中心市街地全体の集客力及び回遊性の向上を図る。

中心市街地活性化における官民連携

（１）中心市街地における官民連携の仕組み

• 山脇邸リノベーション事業は、民間所有の古民家を㈱まちづくり三原が借り上げ、中心市街地活性化制度の
商店街・まちなかインバウンド促進の補助を受けイノベーション（改修工事）を行い、テナントを誘致している。
市は補助金を受けるまでの道筋をサポート。

• 起業化促進事業は、創業支援体制の確立を図るため、平成27年に市、商工会議所、臨空商工会、青年会議
所、地元金融機関、（公財）ひろしま産業振興機構、（公大）県立広島大学、（株）まちづくり三原から構成する
起業化促進連携協議会を立ち上げた。市は協議会に補助金を出し、協議会が創業支援の拠点となる㈱まち
づくり三原へ委託、同社内にワンストップ相談窓口を設け、運営している。

• 三原商栄会連合会が実施している地域共通ポイントカード事業は、平成29年度まで市の補助事業として実施
してきたが、現在は婚姻届、出生届を提出した者のうち希望者及び健康づくり事業の参加者などに対しポイン
トを付与、そのポイント分を市が補助している。

（２）株式会社まちづくり三原について

• ㈱まちづくり三原は、市街地活性化法に定められた「市街地活性化協議会」の必須構成員であり、国のさまざ
まな支援を活用するために必要な組織。三原市をはじめ様々な組織・団体と連携して、にぎわいと魅力ある街
を創造するため、民間事業者のノウハウを最大限活かしながら、公共性・公益性の高い事業を進め、街なか
の魅力と資産価値を高め、街なか再生につなげることを目的に商工会議所などが出資して設立。

• 主な取組としては、起業化促進事業の取り組みとしてワンストップ相談窓口の設置（みはら創業応援隊）、瀬戸
内エリアの特産品などを活用した商品やメニューを提供するローカルフードマーケット等のイベントを実施。

• ㈱まちづくり三原は、商店街・企業・市民・行政との連携の要として機能。各取り組みの事務局、事業主体とし
て、中心市街地活性化の推進役を担っている。

• 現在は新規事業の掘り起こしや既存事業の進捗管理を行う統括マネジメント（力）が弱く、市からの委託や商
工会議所からの委託を受け入れるまでには至っておらず、収益事業が少ない。結果として、新規人材の確保
に至らず、事業量にも限界がある。収益事業を確保する面からも、事業を取り込むため、総括マネージャーの
確保が必要である。
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中心市街地活性化の取組による主な効果

今後の課題と対応

・佐賀の中心市街地は、商業の活性化を目指すものではなく、「行きたい街、住みたい街になる」を基本に住みや
すい場、人が集まる場としての形成を進めている、人口減少が進むなかで、コンパクトシティ化を進め、投資価
値のあるまちにすることを目指していく必要がある。

・さらなる中心市街地の活性化を目指していくために、NPO法人まちづくり機構ユマニテさがは、これまで、無借
金経営で、リスクを取らない経営方針で運営してきたが、NPOとしての事業が安定しつつある中で、事業リスク
を取りながら、事業の拡大を図る転換点にさしかかっていると認識しており、不動産事業を展開していくなど検
討していく必要がある。

（１）低未利用地を活用したことによるまちなかへの賑わいの波及

•低未利用地を原っぱ化し、空き地自体をプラスの価値へと転換する取組（Re-原っぱ）を行う中で、その原っぱ
に読書スペースや小休憩所などの機能を持ち、デザイン性にも優れたコンテナを設置するわいわい！！コン
テナプロジェクトを始めたことが中心市街地へ大きな効果をもたらすことになった。

•ワークショップ等を通して人々が集まり、新しいコミュニティが形成され、また、中の様子が見えるような構造に
なっていることから外からも賑わいが感じられ、街なかの賑わいの拠点として機能している。そこからエリアの
価値が高まり、周辺エリアへの投資の促進などの波及効果が見られる。

（２）中心市街地における居住人口の増加及び公示価格の上昇

•中心市街地の定住人口は、平成17年に中心市街地活性化の取組を実施して以降は、右肩上がりで増加して
おり、実際の数値としては、平成12年の7,671人を底に平成29年には、9,061人まで増加している。

•平成５年をピークに減少の一途を辿っていた地価は、平成28年を底に、そこから上昇に転じており（H28年：
95,900円 ⇒ H30：100,038円）、遊休不動産を活用したことによる各種取組の成果が着実に表れていることが
推測できる。

中心市街地活性化における官民連携

（１）地域を巻き込んで行われる中心市街地活性化の取組

・わいわい！！コンテナプロジェクトは、佐賀市街なか再生会議が主催者、NPO法人まちづくり機構ユマニテさが
が事務局、地権者が土地を提供、佐賀ゆかりの建築事務所が設計、地元建設会社が設置、そこにチャレンジ
ショップが出店、コミュニティ団体の活動の場として利用、近隣商店が運営等に協力して成り立っている。

・事業主体が単体で事業を実施するのではなく、地元の民間事業者の活用や地域住民を巻き込む事業展開など
地域が一体となり取組を推進することが賑わいを作り出す大きなポイントになっている。

（２）まちづくり会社（NPO法人まちづくり機構ユマニテさが）による取組

・まちづくり会社として活動するNPO法人まちづくり機構ユマニテさがは、再開発事業で破たんしたTMOの経験に
基づき、リスクを伴わずに事業を実施しつつ、地元経済界、様々な世代の人々が快適に住まう場、いきいきと働
く場及び楽しく集う場を創造するために、啓発的かつ発展的な事業を継続的に行い、失われかけた都市機能の
回復及び効率的に凝縮された市街地の形成を図ることを目的として設立。

・具体的な事業としては、情報発信事業（機関誌の発行等）、施設管理業務（シェアハウス・わいわい！！コンテ
ナ２・まちなか交流広場等）、商業の活性化に係る事業（まちゼミ・空き店舗対策・商業者育成事業・街なかバル
事業等）等を実施。

・商店街・民間事業者・市民・行政との連携の要として、実施している各取組の事務局としての役割及び事業主体
として中心市街地活性化を推進している。

（３）遊休不動産の活用をきっかけとした官民連携事業の展開

・佐賀市の中心市街地では新しいまちづくりの実践が行われている。「わいわい！！コンテナプロジェクト」から始
まる空き地活用の可能性の追求がきっかけとなっており、現状では、点在する空き物件のリノベーションによる
再生を中心に事業を展開。

・柳町地区古民家再生事業等についても、公設民営で実施されるなど、文化財として指定されている建築物が多
いエリアにおいて、それらを活用するという視点から民間と連携した取組が実施されている。



21 

 

〇LRTの整備等の公共交通の利便性向上
・ＬＲＴ化した富山ライトレールは、運行本数の増便、新駅設置等のサー
ビス向上により、鉄道路線時（H17）と比較して、利用者が平日約2.1倍、
休日約3.3倍に増加（H29）。

・市内電車の軌道を約0.9km延長し、環状線開業（H21）後は、利用者が
増加（H21： 10,251人→H29：14,366人）。まちなかでの買物・飲食等の利
用が増え、特に女性や高齢者の利用が増加。

・富山駅路面電車南北接続事業により、新幹線高架下に路面電車の乗
り入れが開始（H27）。今後、富山駅南北の路面電車の接続（R2年）によ
り、一層の利便性の向上が見込まれる。
<国の支援措置>社会資本整備総合交付金（国交省）

〇おでかけ定期券事業
・高齢者が中心市街地へ訪れる際に、公共交通機関を一律100円で利用
できる制度。高齢者のまちなかへの来街機会が増え、賑わいを創出。
おでかけ定期券の利用日は、非利用日より約1,800歩/日の歩数増加
効果があり、高齢者の健康増進にも寄与。
<国の支援措置>社会資本整備総合交付金（国交省）、中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 総曲輪レガートスクエア

〇質の高いライフスタイルの実現
・小学校跡地を活用し、官民連携の手法により、地域包括ケア拠点等
の公共施設と、スポーツクラブや医療福祉系専門学校等の民間施
設を併設した、総曲輪レガートスクエアを整備（H29）。

・中心商店街周辺に居住・商業等の複合施設が順次整備され、まち
なかの居住空間を確保。
<国の支援措置>社会資本整備総合交付金（国交省)

〇まちなか居住推進事業・公共交通沿線居住推進事業
・都心地区（中心市街地）、公共交通沿線居住推進地区（都心地区を
除いた公共交通の駅周辺等）を対象に、良質な住宅を建設する事業
者や、住宅を購入する市民に支援し、まちなか等への居住を推進。
<国の支援措置>社会資本整備総合交付金（国交省）

目標指標 基準値（H27） 目標値（R3） 最新値（H30）

路面電車（市内電車及び富山ﾗｲﾄﾚｰﾙ）一日
平均乗車人数

19,193人/日 20,000人/日 20,084人/日

中心商業地区及び富山駅周辺地区の歩行
者通行量（日曜日）

44,374人/日 46,000人/日 47,181人/日

中心市街地の居住人口の社会増加
747人増

（H17-H27の
10年間）

370人増
（H28-R3の5年

間）

274人増
（H28-H30）

中心市街地の健康な高齢者の割合

前期高齢者
95.5%

後期高齢者
62.9%

前期高齢者
95.6%以上

後期高齢者
62.9%以上

前期高齢者
96.3%

後期高齢者
64.8%

LRT化した富山ライトレール

富山県富山市 中心市街地活性化基本計画の取組の状況
公共交通を軸とした居住・福祉・商業等の機能集積によるコンパクトなまちづくり

【計画期間】1期：H19.2-H24.3、2期：H24.4-H29.3、3期：H29.4-R4.3
【市人口】 41.8万人（H27国調）
【中心市街地】人口： 21,543人(H29)、面積：約436ha

・日本初の本格的ＬＲＴシステムである富山ライトレールの整備や、市内電車の環状線化・南北接続などにより、公共交
通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進。

・中心市街地に地域包括ケア拠点を整備するとともに、居住・商業機能等を集積し、まちなか居住を推進。

主なソフト・ハード事業

≪基本計画における目標指標≫

中心市街地の商業地では5年間で10％以上地価上昇

H25： 187,650円/㎡ → H30： 207,492円/㎡ （公示地価商業地平均）

中心市街地の人口は10年間で1,100人超の社会増

出典：富山市資料

 

 

【香川県高松市】まちづくり会社による統一的なコンセプトに基づく丸亀商店街のテナントミックス

主なソフト・ハード事業

・商店街周辺の定住人口増加により、商業立地としての魅力を向上させる。

≪官民協働≫
【民】高松丸亀町まちづくり（株）による商店街全体のエリアマネジメント
【官】空き店舗活用等による創業支援

≪市の総合戦略における関連ＫＰＩ≫
・中央商店街における空き店舗の割合 17.0%（H27） ⇒ 14.9%（H31）

○土地の所有と利用の分離
・高松丸亀町商店街Ａ街区の市街地再開発におい
て、商業施設に出店する権利者が中心となって出
資・設立した「高松丸亀町壱番街（株）」が市街地再
開発組合から保留床を取得し、また、地権者から
権利床を借り受けることで、合理的なテナントミック
スが可能に。

・定期借地制度を活用することで、転出補償費が不
要となり、再開発事業費を大幅に削減。

○商店街全体のテナントミックス
・４００年の歴史がある商店街の将来への危機感から、高松丸亀町商店街振興組合が
民間主導で１００年構想を描き、衣食住と安全・安心の確保をベースに、商店街を７街
区に分け、全体の統一したデザインルールを設定。

・商店街全体がひとつのショッピングセンターのように運営されることを目指し、７街区の
内4街区で再開発を実現している。店舗と共に住宅を整備し、人口増加を目指すととも
に、不足していた広場、
医療施設、生鮮食料品店、
飲食店等の生活を支える
機能を商店街に導入。

ファミリー＆
カジュアル街

美・健・
ファッション街

お祭り広場＆
地産地消街

ドーム広場＆
高級ブティック街

Ａ街区

Ｂ街区

Ｃ街区

Ｄ街区

Ｇ街区

Ｅ街区
Ｆ街区

■商店街全体の
イメージ アート・

カルチャー街

空き店舗率

・４００年続く高松丸亀町商店街が次の１００年も生き残る構想を民間主導で描き、各店舗毎のテナントリーシ
ングではなく、商店街全体をひとつのショッピングセンターと見立て、商店街全体のテナントミックスを実施。

・土地の所有と利用を分離し、建物を一体的に管理することで、街に必要な施設・業種を適正に配置すること
が可能になり、商店街全体の収益力が向上し、波及効果により隣接する商店街の空き店舗率も低下。

今後の取組
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宮崎県日南市 中心市街地活性化基本計画の取組状況
外部人材の活用による油津商店街の再生と民間が主体となった自走の仕組みづくり

主なソフト・ハード事業

＜油津Yotten(左)・あぶらつ食堂(右)＞

○「テナントミックスサポートマネージャー」の外部人材採用とまちの空気感を変える「㈱油津応援団」の設立
・市が、「任期４年で20店舗誘致」を担うテナントミックスサポートマネージャー（サポマネ）を全国公募。333人の応募の中からまちづくりの実務経験があ
る若手人材が採用され、家族で移住（H25）。まずは市民とのコミュニケーションを重視し、様々な市民イベントを開催。商店街の将来の自走を見据え、
サポマネを含め約40名の市民出資により、「㈱油津応援団」を設立。
<国の支援措置>戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金(経産省)

目標指標
基準値
（H23）

目標値
（H28）

最新値
（H29）

歩行者・自転車通行量 3,599人/日 4,100人/日 4,840人/日

定住人口 3,281人 3,400人 2,997人 1 2 2

14 17

26
29

0

10

20
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テナントミックスサポートマネージャー着任

新規開業数の推移

出典：日南市調査

【計画期間】H24.12-H29.3
【市人口】5.4万人（H27国調）
【中心市街地】人口：2,997人(H29)、面積：約73.3ha

・市が全国公募した「任期４年で油津商店街の20店舗誘致」を担う外部人材（月額90万円）を中心に、「まちと人を育てて
いく」をテーマに市民との交流から事業が始まり、商店主等が共同で「㈱油津応援団」を設立。

・まちの空気感を変え、空間を変えることで、「商店街・市民が主体」の意識を醸成。空き店舗を活用したテナント誘致等
により、29の新規開業（うちＩＴ企業６社）を実現。

≪基本計画における目標指標≫

○空間を変える空き店舗のリノベーション
・油津応援団により、多くの市民になじみのある喫茶店を市民の手で新たなカフェに再生。周辺店舗の開店率の向上に
寄与するなど、商店街の意識変化を生み出した。

・取組を持続する大切さが意識され、油津応援団が主体となり、官民が連携し、スーパー跡地を市民交流施設「油津
Yotten」や飲食店「あぶらつ食堂」６店舗（H30.11時点）に再生。空き地オーナーの協力を得て、コンテナを活用した
「ABURATSU GARDEN」６店舗を配置し、多世代交流モールとして整備。
<国の支援措置>商店街まちづくり事業(経産省)、中心市街地活性化ソフト事業(総務省)

○まちの課題を解決する商店街へ
・若者がチャレンジする商店街の目標像に共感した東京のＩＴ企業を誘致し、空き店舗を改修した事務所が開業。市出身のUターン者を中心に、119名
の新規雇用を創出（H30.9時点）。

○多世代交流の拠点となる複合施設の整備
・大型空き店舗跡や空き地を活用し、日南まちづくり(株)が主体となり、公共施設（子育て支援センター、市民活動支援センター）、クリニックモール、高
齢者向け住宅、分譲マンション、企業オフィス等が入居する複合施設を整備（H28）。多世代が交流する新たな賑わいの拠点となっている。
<国の支援措置>社会資本整備総合交付金(国交省)

 

 


